
　１月 12 日㈯～ 21 日㈪、市内小中学生の
書き初め展が開かれました。昨年までは情報
交流館カメリアで実施していましたが、今
年は会場を学びの杜ののいち　カレードに
移して作品を展示。会場には小中学生の書
いたたくさんの力作が並びました。
　「どの作品も一生懸命書いたのが伝わって
くる」「みんな字がきれいですばらしい」と
作品を鑑賞した多くの人から感想が寄せら
れたほか、「来年は自分の作品も飾られるよ
うに頑張りたい」と来年に向けての目標を
立てる児童の姿も見られました。

　12 月の市議会において、議員全員の賛同により
「野々市市手話言語・障害者コミュニケーション条例」
が可決されました。障害者のコミュニケーション手
段の自己選択・自己決定を尊重して社会参加を促進
し、共生のまちづくりを推進することを目的に制定
されたこの条例は平成 31年４月から施行されます。
　この条例は市議会議員提案による初めての政策条
例であり、議会に設置された条例作成委員会が県外
の先進地視察や、聴覚障害者協会などの障害者団体、
市との意見交換を行い、制定に至ったものです。
　市では今後、この条例に託された皆さんの思いを
具体的な施策として推進し、障害のある人が暮らし
やすい社会環境と共生社会の実現を目指します。

　スポーツに深い関心と理解を持ち、ボランティア精
神と熱意を持ってスポーツに関する助言・指導・協力
ができる人を募集します。

■業務内容
◇月１回の定例会
◇教育機関や行政機関の行うスポーツ行事への協力
◇スポーツ振興企画立案への参画
◇知識と技術を習得するための各種研修会などへの参加

■募集人数　若干名
■応募資格　18歳～ 65歳の市民
■報　　酬　年間一定額を支給
■委嘱期間　平成31年４月１日～平成32年３月31日
■提出書類　応募申込書

※応募申込書は市ホームページ、市民体育館、
　市スポーツセンター、市スポーツランドで配布

 　スポーツ振興課（市民体育館内）
☎ 248－ 1442

市スポーツ推進委員募集
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活動の様子

小学生すもう大会での
まわしの着用補助

野々市じょんからの里
マラソン大会での受付
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女性も多数活躍しています！




